
勝
手
に
動
か
さ
な
い

で
ほ
し
い
汚
染
土
壌

改
正
土
壌
汚
染
対
策
法
が

本
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ

れ
ま
し
た
。
昨
年
の
４
月
１７

日
に
成
立
し
て
、
同
月
２４
日

に
公
布
さ
れ
て
、
７
月
２９
日

に
中
央
環
境
審
議
会
の
土
壌

制
度
小
委
員
会
か
ら
、
施
行

に
向
け
て
の
細
目
に
つ
い
て

の
答
申
を
頂
い
て
、
準
備
を

進
め
て
き
た
も
の
で
す
。
ま

ず
は
、
関
係
省
令
の
公
布
が

本
年
２
月
２６
日
と
大
変
遅
く

な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
お

詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。
か
な

り
大
き
な
改
正
で
す
の
で
、

特
に
、
地
方
自
治
体
の
皆
様

に
は
申
し
訳
な
く
思
い
ま

す
。

さ
て
、
今
回
の
改
正
の
狙

い
は
「
過
剰
な
汚
染
土
壌
の

移
動
の
抑
制
」、
分
か
り
や

す
く
言
え
ば
「
掘
削
除
去
の

撲
滅
」
で
す
。
そ
れ
と
裏
腹

の
関
係
に
あ
る
の
が
、「
自

ら
の
土
地
の
汚
染
情
報
を
公

表
し
て
く
れ
た
人
の
負
担
は

軽
減
し
よ
う
」、「
み
ん
な
で

な
ろ
う
届
出
区
域
」
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

土
壌
汚
染
が
見
付
か
れ

ば
、
ど
こ
か
に
持
っ
て
行
っ

て
き
れ
い
に
し
ま
し
た
と
い

う
事
例
が
多
か
っ
た
よ
う
で

す
が
、
土
壌
汚
染
の
多
く

は
、
そ
こ
に
置
い
て
お
く
だ

け
な
ら
何
ら
問
題
が
な
く
、

そ
こ
か
ら
移
動
さ
せ
る
が
た

め
に
、
運
搬
の
途
中
で
ど
こ

か
行
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
持

ち
込
ん
だ
先
で
問
題
を
起
こ

し
た
り
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

を
き
ち
ん
と
し
な
い
と
い
け

な
い
と
い
う
こ
と
で
、
搬
出

の
際
の
届
け
出
の
仕
組
み
を

作
り
、
処
理
業
の
許
可
制
を

入
れ
、
管
理
票
も
義
務
化
し

ま
し
た
。
運
搬
の
基
準
は
実

際
に
運
搬
す
る
人
が
順
守
し

な
け
れ
ば
、
き
ち
ん
と
対
応

す
る
よ
う
に
命
令
が
か
け
ら

れ
ま
す
。

今
回
の
改
正
で
は
、
都
道

府
県
知
事
等
（
政
令
市
の
市

長
を
含
む
）
は
、
基
準
に
適

合
し
な
い
土
地
に
つ
い
て
、

健
康
被
害
の
恐
れ
が
あ
れ
ば

必
要
な
措
置
を
要
措
置
区
域

の
公
示
と
合
わ
せ
て
指
示
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

が
、
土
壌
と
直
接
接
す
る
砂

場
の
よ
う
な
利
用
の
場
合
だ

け
掘
削
除
去
を
認
め
て
お

り
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
封

じ
込
め
を
指
示
す
る
こ
と
と

し
て
い
ま
す
。

改
正
前
の
土
対
法
で
も
、

措
置
命
令
を
出
す
の
は
「
人

の
健
康
に
係
る
被
害
が
生

じ
、
又
は
生
じ
る
恐
れ
が
あ

る
」
場
合
に
限
定
さ
れ
、
命

令
が
出
さ
れ
た
の
は
現
在
に

至
る
ま
で
１
件
だ
け
で
し

た
。
ま
た
、
指
示
措
置
命
令

に
係
る
費
用
に
限
っ
て
、
汚

染
原
因
者
以
外
に
無
過
失
の

土
地
の
所
有
者
・
管
理
者
・

占
有
者
に
も
負
担
を
求
め
て

い
ま
す
。
健
康
被
害
ま
た
は

そ
の
恐
れ
が
切
迫
し
て
い
る

場
合
に
限
っ
て
無
過
失
責
任

が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ

の
よ
う
な
所
有
者
等
の
資
力

が
乏
し
い
場
合
は
、
国
が
指

定
支
援
法
人
を
通
じ
て
支
援

を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
逆
に
言
え
ば
、
健
康
被

害
の
観
点
か
ら
必
要
が
あ
る

の
で
、
税
金
を
出
し
て
で
も

措
置
を
行
っ
て
も
ら
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
事
態
を
想
定

し
て
い
ま
す
。

要
措
置
区
域
の
指
定
の
基

準
と
な
る
「
健
康
被
害
の
恐

れ
」
に
つ
い
て
は
、
改
正
前

の
措
置
命
令
と
同
じ
く
、
①

一
般
人
の
立
ち
入
り
が
あ
る

場
合
②
そ
の
土
地
の
周
辺
で

地
下
水
が
飲
用
さ
れ
て
い
る

場
合

と
し
て
い
ま
す
。

と
に
か
く
、
汚
染
土
壌
を

あ
ん
ま
り
勝
手
に
動
か
す
こ

と
は
や
め
て
ほ
し
い
、
と
い

う
こ
と
で
、
健
康
被
害
の
恐

れ
が
あ
れ
ば
対
策
を
や
っ
て

も
ら
う
が
、
な
け
れ
ば
そ
の

ま
ま
置
い
て
お
い
て
も
ら
っ

て
、
形
質
変
更
す
る
時
に
注

意
を
し
て
頂
け
れ
ば
良
い
と

い
う
こ
と
で
、
届
出
だ
け
で

い
い
区
域
を
作
り
ま
し
た
。

届
出
区
域
は
、
あ
る
意
味

で
、
摂
取
の
遮
断
が
確
保
さ

れ
て
い
る
区
域
で
す
。

汚
染
情
報
の
共
有
化

土
壌
を
動
か
す
時
に
、
き

ち
ん
と
規
制
を
守
っ
て
も
ら

う
こ
と
が
大
切
な
の
で
、
自

ら
規
制
に
服
す
る
つ
も
り
の

あ
る
人
は
、
調
査
の
一
部
を

省
略
し
て
も
良
い
こ
と
に
し

て
、
土
壌
を
持
ち
出
す
時
に

省
略
し
た
部
分
を
追
完
し
て

も
ら
え
ば
良
い
よ
う
に
し
ま

し
た
。

ど
ん
な
に
立
派
な
搬
出
規

制
が
あ
っ
て
も
規
制
が
か
か

る
区
域
が
限
ら
れ
て
い
た
の

で
は
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。

自
主
的
な
調
査
が
８
割
以

上
、
法
律
に
基
づ
く
調
査
が

２
％
し
か
な
い
。
現
在
４０
倍

以
上
行
わ
れ
て
い
る
自
主
調

査
を
き
ち
ん
と
行
政
に
評
価

し
て
も
ら
い
、
台
帳
に
載
せ

て
み
ん
な
の
共
有
の
情
報
に

す
る
。
台
帳
に
載
っ
て
い
な

け
れ
ば
行
政
が
全
然
知
ら
な

い
土
地
で
す
よ
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
よ
う
に
、
自
主
申

請
の
仕
組
み
も
設
け
て
あ
り

ま
す
。ま
た
、一
定
規
模
以
上

の
土
地
の
形
質
変
更
を
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
土
壌
を
動
か

す
こ
と
に
な
る
の
で
、
調
査

を
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
汚
染
土
壌
が
見

付
か
る
こ
と
は
良
い
こ
と

で
、
そ
れ
を
み
ん
な
の
共
有

の
情
報
と
し
て
持
つ
こ
と

で
、
み
ん
な
で
環
境
リ
ス
ク

を
低
減
し
て
い
こ
う
と
い
う

の
が
今
回
の
改
正
の
狙
い
で

す
。前

提
成
り
立
た
な
け

れ
ば
規
制
強
化
も

汚
染
土
壌
が
見
付
か
っ
た

ら
、
ま
ず
除
去
し
て
か
ら
、

自
治
体
に
報
告
し
よ
う
と
い

う
の
は
大
き
な
間
違
い
で
、

見
付
か
っ
た
と
こ
ろ
で
直
ち

に
自
治
体
に
報
告
し
、
指
示

を
受
け
て
台
帳
に
載
せ
て
下

さ
い
。
台
帳
に
載
っ
て
い
な

い
よ
う
な
土
地
は
売
買
し
た

ら
危
な
い
土
地
だ
と
い
う
認

識
が
広
が
っ
て
い
け
ば
、
改

正
法
は
実
効
を
上
げ
る
と
思

い
ま
す
。

今
回
の
改
正
は
、
土
壌
汚

染
が
発
見
さ
れ
た
場
合
に
自

治
体
と
相
談
し
て
頂
け
る
こ

と
を
前
提
に
成
り
立
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
成
り
立
た
な

い
と
な
る
と
、
汚
染
土
壌
が

見
付
か
っ
た
ら
報
告
を
義
務

付
け
る
と
か
、
土
地
の
形
質

変
更
の
際
の
規
模
要
件
を
も

っ
と
小
さ
く
す
る
と
い
っ
た

方
向
で
、
対
応
を
進
め
る
こ

と
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。（

か
さ
い
・
と
し
ひ
こ
）

１
、
汚
染
土
壌
の
管
理
強

化
土
壌
や
地
下
水
の
汚
染

は
、
汚
染
物
質
の
蓄
積
性
に

特
徴
が
あ
る
。
そ
の
た
め
原

位
置
か
ら
汚
染
物
質
を
除
去

す
る
か
原
位
置
で
分
解
無
害

化
し
な
い
限
り
、
汚
染
状
態

は
長
く
続
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
裏
返
し
と
し
て
、
直
ち

に
汚
染
物
質
を
除
去
し
な
く

と
も
、
汚
染
物
質
へ
の
ば
く

露
経
路
を
遮
断
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
へ
の
健
康
影
響

リ
ス
ク
を
管
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
さ
に
土
壌
汚
染

対
策
法
の
趣
旨
で
あ
る
が
、

も
と
も
と
土
壌
汚
染
対
策

は
、
環
境
財
と
し
て
の
健
康

影
響
防
止
と
私
有
財
産
と
し

て
の
資
産
リ
ス
ク
回
避
と
い

う
両
側
面
を
有
す
る
。

土
壌
汚
染
か
土
地
汚
染
か

が
議
論
の
対
象
と
な
り
、
対

策
に
し
て
も
環
境
基
準
達
成

は
も
と
よ
り
、
と
き
に
は
ゼ

ロ
リ
ス
ク
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
も
あ
る
。
健
康
影
響
リ
ス

ク
低
減
措
置
を
趣
旨
と
す
る

土
壌
汚
染
対
策
法
に
照
ら
し

そ

ご

て
、
大
き
な
齟
齬
を
来
し
て

い
る
こ
と
も
希
で
は
な
い
。

汚
染
が
見
付
か
る
と
安
易
に

汚
染
土
壌
の
掘
削
除
去
に
走

る
傾
向
は
そ
の
現
れ
で
あ
ろ

う
。
土
壌
汚
染
対
策
法
は
人

の
健
康
保
護
の
た
め
に
定
め

ら
れ
て
お
り
、
経
済
活
動
を

視
野
に
入
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
法
に
定
め
る
対

策
を
実
施
し
て
い
れ
ば
、
生

活
空
間
と
し
て
、
経
済
活
動

の
場
と
し
て
問
題
な
く
許
容

さ
れ
る
。

た
だ
、
毎
年
膨
大
な
汚
染

土
壌
が
掘
削
除
去
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ

う
し
た
汚
染
土
壌
を
適
切
に

処
理
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
が
、
健
康
影
響
リ
ス

ク
の
管
理
と
い
う
視
点
に
立

て
ば
、
汚
染
状
態
を
的
確
に

把
握
し
、
原
位
置
で
汚
染
物

質
の
拡
散
防
止
措
置
を
実
施

す
る
こ
と
も
合
理
的
で
あ

る
。こ

う
し
た
土
壌
汚
染
対
策

法
の
本
来
の
姿
を
再
確
認

し
、
汚
染
さ
れ
た
土
壌
や
地

下
水
に
よ
る
健
康
影
響
リ
ス

ク
を
低
減
す
る
た
め
、
改
正

土
壌
汚
染
対
策
法
で
は
、
よ

り
広
範
囲
に
土
壌
汚
染
に
関

す
る
情
報
を
収
集
し
、
汚
染

区
域
の
指
定
や
汚
染
物
質
の

拡
散
防
止
、
さ
ら
に
は
搬
出

す
る
汚
染
土
壌
の
適
切
な
処

理
、
な
ど
を
明
確
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
汚
染
土
壌
の

管
理
強
化
が
図
ら
れ
て
い

る
。２

、
拡
散
防
止
と
環
境
へ

の
配
慮

改
正
土
壌
汚
染
対
策
法
で

は
、
土
壌
汚
染
調
査
の
結

果
、
直
接
ば
く
露
や
地
下
水

飲
用
に
よ
る
健
康
影
響
が
懸

念
さ
れ
る
場
合
に
は
、
要
措

置
区
域
に
指
定
さ
れ
る
。
要

措
置
区
域
で
は
、
基
本
的
に

は
原
位
置
封
じ
込
め
や
遮
水

工
封
じ
込
め
措
置
が
指
示
さ

れ
る
。
さ
ら
に
地
下
水
汚
染

の
拡
大
防
止
措
置
も
原
位
置

封
じ
込
め
措
置
と
同
等
の
効

果
を
有
す
る
措
置
と
し
て
認

め
ら
れ
て
い
る
。

地
下
水
汚
染
の
拡
大
防
止

措
置
に
は
、
地
下
水
揚
水

（
バ
リ
ア
井
戸
）
と
透
過
性

地
下
水
反
応
壁
が
示
さ
れ
て

さ
れ
き

い
る
。
反
応
壁
は
、
砂
礫
な

ど
透
水
性
の
高
い
充
填
剤
と

有
害
物
質
を
分
解
あ
る
い
は

固
定
す
る
薬
剤
を
混
合
し

て
、
地
下
水
流
れ
と
直
交
す

る
よ
う
に
原
位
置
で
壁
状
に

敷
設
す
る
浄
化
装
置
で
あ

る
。指

定
区
域
を
解
除
す
る
に

は
、
汚
染
状
態
を
解
消
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
汚
染
土

壌
の
掘
削
を
抑
制
す
る
た
め

に
も
、
低
廉
で
確
実
に
原
位

置
浄
化
で
き
る
技
術
が
必
要

と
な
る
。
こ
の
分
解
無
害
化

技
術
に
つ
い
て
、
物
理
的
、

化
学
的
、
生
物
学
的
に
様
々

な
手
法
が
創
出
さ
れ
、
効
果

を
上
げ
て
い
る
技
術
も
あ

る
。
地
下
水
流
れ
の
特
徴
を

把
握
し
制
御
す
る
こ
と
と
、

分
解
反
応
を
適
切
に
組
み
合

わ
せ
た
技
術
の
一
つ
が
透
過

性
地
下
水
反
応
壁
で
あ
る
。

揮
発
性
有
機
塩
素
化
合
物

の
分
解
に
は
、
反
応
剤
と
し

て
鉄
粉
（
化
学
的
嫌
気
分

解
）、
酸
化
剤
、
水
素
供
与

剤
（
Ｈ
Ｒ
Ｃ
、
嫌
気
的
微
生

物
分
解
）、
酸
素
供
与
剤

（
Ｏ
Ｒ
Ｃ
、
好
気
的
微
生
物

分
解
）、
な
ど
が
知
ら
れ
て

い
る
。

重
金
属
類
に
は
吸
着
剤
な

ど
も
効
果
が
あ
る
と
期
待
さ

れ
る
が
、
十
分
な
有
効
期
間

が
取
れ
な
い
時
に
は
、
複
数

の
反
応
壁
を
準
備
し
、
反
応

剤
の
再
生
や
入
れ
替
え
に
加

え
て
、
使
用
す
る
反
応
壁
を

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
す
る
な
ど

の
工
夫
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

３
、
基
本
に
立
ち
返
る
こ

と
の
重
要
性

土
壌
地
下
水
汚
染
の
浄
化

技
術
と
い
う
と
、
革
新
的
技

術
開
発
を
連
想
す
る
こ
と
が

多
い
し
、
こ
れ
が
エ
ン
ジ
ン

と
な
っ
て
よ
り
低
コ
ス
ト
低

負
荷
の
技
術
開
発
を
促
進
し

て
き
た
。

た
だ
、
汚
染
物
質
濃
度
は

減
少
し
た
が
、
ど
の
く
ら
い

の
汚
染
物
質
が
分
解
さ
れ
た

の
か
、
物
質
収
支
を
基
に
し

た
議
論
の
で
き
る
事
例
は
少

な
い
。
高
度
な
数
値
解
析
技

術
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
現
場
で
使
え

る
計
算
技
術
で
あ
り
、
ハ
ー

ド
と
ソ
フ
ト
の
バ
ラ
ン
ス
が

取
れ
て
い
な
い
と
、
全
体
を

見
通
し
た
有
効
な
対
策
立
案

は
で
き
な
い
。

古
典
的
な
技
術
で
あ
っ
て

も
、
改
善
し
工
夫
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
面
に
も
遭
遇

し
よ
う
。
指
定
区
域
内
で
の

構
造
物
構
築
や
そ
の
基
礎
と

な
る
杭
打
ち
な
ど
、
ど
の
よ

う
な
方
法
が
環
境
へ
配
慮
し

つ
つ
施
工
可
能
な
の
か
、
検

討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
杭

打
ち
、
あ
る
い
は
現
場
施
工

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
構
造
物
な

ど
は
、
最
も
基
本
的
な
形
質

変
更
で
あ
る
。
土
壌
あ
る
い

は
地
下
水
に
含
ま
れ
る
汚
染

物
質
を
拡
散
す
る
こ
と
な
く

施
工
す
る
こ
と
は
可
能
な
の

か
、
杭
打
ち
技
術
一
つ
を
と

っ
て
も
改
め
て
技
術
の
あ
り

方
を
見
直
し
改
善
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。

革
新
的
浄
化
技
術
に
目
を

奪
わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ

う
し
た
技
術
を
よ
り
有
効
に

機
能
さ
せ
る
に
は
、
地
に
足

の
着
い
た
不
断
の
積
み
重
ね

が
重
要
で
あ
る
。

（
ひ
ら
た
・
た
て
ま
さ
）

改正土壌汚染対策法が１日に施行！
台
帳
記
載
な
い
土
地
売
買
は

危
険
と
い
う
認
識
広
が
れ
ば

環
境
省
土
壌
環
境
課
長笠

井
俊
彦

掘
削
除
去
抑
制
へ「
み
ん
な
で
な
ろ
う
届
出
区
域
」

ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
の
バ
ラ
ン

ス
取
れ
た
有
効
な
対
策
立
案

和
歌
山
大
学
理
事

平
田
健
正

古
典
的
技
術
も
見
直
し
改
善
を
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自
然
的
原
因
対
象
で
桁
違

い
に
増
え
る
潜
在
的
汚
染

地１
、
大
規
模
な
改
正

１０
年
４
月
１
日
か
ら
施
行

さ
れ
た
改
正
土
壌
汚
染
対
策

法
に
つ
い
て
、
３
月
５
日
施

行
通
知
が
公
表
さ
れ
た
（
環

水
大
土
第
１
０
０
３
０
５
０

０
２
号
）。
こ
れ
に
よ
り
、

環
境
省
は
都
道
府
県
お
よ
び

政
令
市
に
対
し
、
改
正
法
が

ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
る
べ

き
か
を
示
し
た
こ
と
に
な

る
。今

回
の
施
行
通
知
に
よ
っ

て
、
自
然
的
原
因
に
よ
る
基

準
値
超
過
が
土
壌
汚
染
対
策

法
の
規
制
対
象
に
な
る
と
さ

れ
た
こ
と
は
、
土
壌
汚
染
の

概
念
そ
の
も
の
を
大
き
く
変

え
た
こ
と
に
な
る
。

環
境
省
は
、
改
正
前
の
施

行
通
知
で
は
、
自
然
的
原
因

か
ど
う
か
の
判
定
方
法
を
示

し
た
上
で
、
こ
れ
に
該
当
す

る
場
合
に
は
法
の
適
用
対
象

外
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
し

か
し
、
改
正
通
知
で
は
、
土

壌
搬
出
を
管
理
す
る
と
い
う

目
的
に
お
い
て
、
自
然
的
原

因
か
人
為
的
原
因
か
を
区
別

す
る
理
由
は
な
い
の
で
、
基

準
値
を
超
過
し
た
場
合
に
は

法
律
の
適
用
対
象
と
す
る
と

し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

改
正
通
知
に
よ
っ
て
、
わ
が

国
の
潜
在
的
土
壌
汚
染
地

は
、
け
た
違
い
に
増
え
た
こ

と
に
な
る
。

改
正
法
で
は
、
３
千
平
方

㍍
以
上
の
形
質
変
更
に
つ
い

て
届
出
義
務
を
課
し
（
法
４

条
）、
ま
た
自
主
的
調
査
結

果
を
申
請
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
要
措
置
区
域
等
へ
の
指
定

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

（
法
１４
条
）。
こ
れ
に
よ
り
、

今
ま
で
自
主
的
調
査
の
範
囲

で
あ
っ
た
土
壌
汚
染
の
多
く

が
、
法
の
対
象
と
な
る
。
さ

ら
に
、
土
壌
汚
染
処
理
業
と

い
う
新
た
な
許
可
業
種
を
創

設
し
、
要
措
置
区
域
等
か
ら

搬
出
さ
れ
る
土
壌
に
つ
い
て

は
、
土
壌
汚
染
処
理
業
者
に

委
託
し
、
管
理
票
を
交
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
、
廃
棄
物
処
理
法
に
近
い

制
度
も
で
き
た
。

こ
れ
だ
け
の
大
規
模
な
改

正
に
、
土
地
の
所
有
者
お
よ

び
開
発
事
業
者
等
は
ど
の
よ

う
に
対
応
す
る
か
、
ま
た
管

轄
自
治
体
が
ど
の
よ
う
に
現

場
で
適
用
し
て
い
く
か
は
今

後
の
課
題
で
あ
る
。

２
、
工
場
廃
止
の
際
の
土

壌
汚
染
調
査

水
質
汚
濁
防
止
法
の
特
定

施
設
の
使
用
を
廃
止
す
る
場

合
、
土
地
の
所
有
者
に
調
査

義
務
が
あ
る
（
法
３
条
１

項
）。
従
来
、
調
査
対
象
物

質
は
、
施
設
廃
止
時
点
で
現

実
に
使
用
し
て
い
た
有
害
物

質
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、

今
回
の
改
正
で
は
、
地
歴
調

査
に
よ
り
広
く
汚
染
の
可
能

性
の
あ
る
調
査
物
質
を
選
定

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

た
。何

年
程
度
さ
か
の
ぼ
っ
て

調
査
を
行
う
必
要
が
あ
る
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
、
改
正

施
行
通
知
で
は
「
可
能
な
限

り
」
と
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
対
象
と
な
る
べ
き
物
質

の
調
査
が
足
り
な
い
場
合
、

後
に
管
轄
自
治
体
が
再
調
査

を
命
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
（
法
３
条
３

項
）。
管
轄
自
治
体
と
調
査

実
施
者
の
対
象
物
質
範
囲
に

関
す
る
認
識
の
食
い
違
い
を

避
け
る
た
め
、
調
査
実
施
者

は
管
轄
自
治
体
に
対
し
、
調

査
の
対
象
と
な
る
物
質
を
通

知
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
（
規
則
３
条
３

項
）。対象

と
な
る
物
質
の
基
本

的
な
調
査
方
法
は
従
来
と
変

更
は
な
い
が
、
改
正
施
行
通

知
で
は
、
自
然
的
原
因
に
よ

る
土
壌
汚
染
に
つ
い
て
は
、

現
実
に
基
準
値
を
超
過
し
て

い
る
場
合
に
は
１０
㍍
メ
ッ
シ

ュ
で
、
近
傍
に
自
然
的
原
因

の
土
壌
汚
染
が
あ
る
場
合
に

は
３０
㍍
メ
ッ
シ
ュ
で
調
査
を

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
た
、
今
回
の
改
正
で
は

調
査
の
過
程
の
省
略
（
い
わ

ゆ
る
「
ギ
ブ
ア
ッ
プ
」）
が

認
め
ら
れ
る
（
規
則
１１

条
）。
こ
れ
は
、
土
地
所
有

者
等
が
、
調
査
を
す
る
ま
で

も
な
く
、
基
準
を
超
過
し
て

い
る
と
み
な
し
て
構
わ
な
い

場
合
に
は
、
調
査
費
用
の
低

減
・
調
査
の
効
率
化
の
観
点

か
ら
調
査
を
省
略
し
て
よ
い

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

結
果
、
省
略
し
た
部
分
に
対

応
す
る
有
害
物
質
に
つ
い
て

第
２
溶
出
量
基
準
お
よ
び
土

壌
含
有
量
基
準
に
適
合
し
な

い
状
態
だ
と
み
な
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

３
、
形
質
変
更
の
際
の
土

壌
汚
染
調
査

３
千
平
方
㍍
以
上
の
形
質

を
変
更
す
る
場
合
、
工
事
に

着
手
す
る
３０
日
前
ま
で
に
土

地
の
形
質
変
更
の
届
出
が
必

要
と
な
っ
た
（
法
４
条
１

項
）。
重
要
な
点
は
、
届
出

義
務
者
が
誰
か
、
３
千
平
方

㍍
の
計
算
方
法
お
よ
び
届
出

が
不
要
な
場
合
で
あ
る
。

ま
ず
、
届
出
義
務
者
は
土

地
の
所
有
者
等
で
は
な
く
、

土
地
の
形
質
変
更
を
し
よ
う

と
す
る
者
で
あ
る
。
施
行
通

知
で
は
、
開
発
業
者
や
発
注

者
が
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
３
千
平
方
㍍

以
上
に
該
当
す
る
か
の
判
断

は
、
施
行
通
知
に
よ
れ
ば
、

開
発
の
敷
地
面
積
全
体
で
は

な
く
、
実
際
に
掘
削
ま
た
は

盛
土
を
行
う
部
分
の
面
積
で

考
え
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
本
来
一
体
と

見
ら
れ
る
工
事
を
分
断
し

て
、
３
千
平
方
㍍
以
上
の
要

件
を
回
避
す
る
よ
う
な
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
掘
削
の
深
さ
が

５０
㌢
メ
ー
ト
ル
よ
り
浅
く
、

土
壌
の
搬
出
・
流
出
が
な
い

場
合
、
農
業
・
林
業
・
鉱
山

等
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
に

届
出
が
不
要
と
さ
れ
た
（
規

則
２５
条
）。

形
質
変
更
の
届
出
を
受
け

た
管
轄
自
治
体
は
、
形
質
変

更
予
定
地
の
う
ち
、
掘
削
す

る
部
分
に
つ
い
て
の
み
、
土

壌
汚
染
の
恐
れ
が
あ
る
か
ど

う
か
を
調
査
す
る
。
そ
し

て
、
調
査
の
結
果
、
土
壌
汚

染
の
恐
れ
が
あ
る
と
判
断
し

た
場
合
に
は
、
調
査
命
令
を

出
す
（
法
４
条
２
項
）。

こ
の
調
査
命
令
に
は
、
調

査
の
対
象
と
な
る
土
地
の
場

所
、
調
査
対
象
物
質
の
種
類

並
び
に
そ
の
理
由
お
よ
び
調

査
報
告
期
限
が
記
載
さ
れ
る

（
規
則
２７
条
）。
調
査
命
令
は

行
政
処
分
で
あ
る
た
め
、
行

政
手
続
法
に
基
づ
き
、
事
前

に
異
議
を
主
張
す
る
機
会
を

与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
事
後
的

に
も
審
査
請
求
や
行
政
訴
訟

が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

管
轄
自
治
体
と
し
て
は
慎
重

に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
届
出

か
ら
３０
日
で
調
査
命
令
を
出

す
べ
き
か
判
断
で
き
る
か
、

運
用
が
懸
念
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

調
査
命
令
が
出
た
場
合
、

形
質
変
更
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
地
歴
調
査
お
よ
び
試

料
を
採
取
す
る
調
査
を
行

う
。
調
査
を
一
部
省
略
し

て
、
汚
染
が
あ
る
と
み
な
す

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

４
、
区
域
の
指
定

調
査
の
結
果
、
土
壌
汚
染

が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、

要
措
置
区
域
（
法
６
条
）
ま

た
は
形
質
変
更
時
要
届
出
区

域
（
法
１１
条
）
の
ど
ち
ら
か

に
指
定
さ
れ
る
。

要
措
置
区
域
と
形
質
変
更

時
要
届
出
区
域
の
違
い
は
、

汚
染
の
濃
度
で
は
な
く
、
汚

染
の
ば
く
露
可
能
性
に
よ

る
。
す
な
わ
ち
、
汚
染
さ
れ

た
地
下
水
を
人
が
飲
む
可
能

性
が
あ
る
場
合
お
よ
び
汚
染

土
壌
を
人
が
経
口
摂
取
す
る

可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、

要
措
置
区
域
に
指
定
さ
れ
、

そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
な
い

場
合
に
は
形
質
変
更
時
要
届

出
区
域
に
指
定
さ
れ
る
の

だ
。
今
回
の
改
正
に
よ
っ

て
、
指
定
区
域
が
２
つ
に
分

け
ら
れ
た
理
由
は
、
形
質
変

更
時
要
届
出
区
域
に
つ
い

て
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
使

用
す
る
の
で
あ
れ
ば
特
に
対

策
を
取
ら
な
く
て
も
良
い
と

い
う
、
い
わ
ば
行
政
の
お
墨

付
き
を
与
え
る
こ
と
に
よ

り
、
掘
削
除
去
等
の
過
剰
な

対
応
を
減
ら
す
こ
と
に
あ

る
。要

措
置
区
域
に
指
定
す
る

場
合
、
管
轄
自
治
体
は
、
指

示
措
置
を
明
示
し
、
公
報
に

掲
載
す
る
（
規
則
３２
条
）。

指
示
措
置
に
は
、
講
ず
べ

き
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
、

そ
の
理
由
、
場
所
、
期
限
を

示
す
（
規
則
３５
条
）。
指
示

措
置
の
相
手
方
は
、
原
則
と

し
て
土
地
所
有
者
等
で
あ
る

が
、
汚
染
原
因
者
が
明
ら
か

で
、
汚
染
原
因
者
に
措
置
を

講
じ
さ
せ
る
こ
と
が
相
当
と

認
め
ら
れ
、
か
つ
土
地
の
所

有
者
等
に
異
議
が
な
い
場
合

に
は
、
汚
染
原
因
者
に
指
示

を
出
す
（
法
７
条
１
項
た
だ

し
書
）。

こ
の
よ
う
に
詳
細
な
指
示

措
置
の
明
示
、
汚
染
原
因
者

の
特
定
、
負
担
割
合
の
決
定

等
は
、
管
轄
自
治
体
に
と
っ

て
は
非
常
に
大
変
な
作
業
に

な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

ま
た
、
調
査
を
省
略
し
て
要

措
置
区
域
に
指
定
さ
れ
た
場

合
、
管
轄
自
治
体
は
適
切
な

措
置
を
指
示
で
き
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

土
壌
汚
染
対
策
費
用
の
支

援
に
つ
い
て
、
従
来
は
措
置

命
令
が
な
け
れ
ば
指
定
支
援

法
人
か
ら
の
助
成
金
申
請
が

で
き
な
か
っ
た
が
、
今
回
の

改
正
に
よ
り
指
示
措
置
が
行

わ
れ
た
段
階
で
助
成
金
申
請

が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、

土
地
所
有
者
は
、
汚
染
原
因

者
へ
の
求
償
（
法
８
条
）
に

つ
い
て
も
、
指
示
措
置
に
基

づ
い
て
行
っ
た
費
用
を
請
求

で
き
る
。

情
報
の
透
明
性
確
保
な
ど

自
主
調
査
指
定
申
請
で
得

ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト

５
、
自
主
的
調
査
に
基
づ

く
指
定
申
請

自
主
的
な
土
壌
汚
染
調
査

に
よ
り
汚
染
が
確
認
さ
れ
た

場
合
、
土
地
の
所
有
者
等

は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基

づ
く
区
域
指
定
を
求
め
る
申

請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
（
法
１４
条
）。

こ
の
指
定
申
請
は
、
改
正

法
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
の
一

つ
で
あ
る
。
実
務
的
に
は
、

自
主
的
な
土
壌
汚
染
調
査
を

行
っ
た
結
果
、
汚
染
が
確
認

さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
、
汚

染
が
な
い
こ
と
の
お
墨
付
き

が
ほ
し
い
と
い
う
要
望
の
方

が
強
い
。
し
か
し
、
今
回
の

改
正
法
で
は
そ
の
よ
う
な
手

続
き
は
認
め
ら
れ
ず
、
汚
染

が
存
在
し
た
場
合
だ
け
「
ク

ロ
」
の
判
断
を
公
示
す
る
道

が
開
か
れ
た
。

指
定
申
請
は
、
い
わ
ば
汚

染
の
自
首
を
す
る
よ
う
な
行

為
で
あ
る
が
、
土
地
の
所
有

者
に
は
一
定
の
メ
リ
ッ
ト
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、

汚
染
地
で
あ
る
こ
と
を
公
表

す
る
こ
と
に
よ
り
、
情
報
の

透
明
性
が
確
保
さ
れ
る
。
ま

た
、
行
政
が
要
措
置
区
域
か

要
届
出
区
域
に
指
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
土
壌
汚
染
へ

の
対
応
方
針
が
明
確
と
な

る
。
さ
ら
に
、
将
来
開
発
行

為
を
行
う
際
に
も
、
４
条
の

届
出
を
行
う
必
要
が
な
い
た

め
、
計
画
の
遅
延
が
な
く
、

ス
ム
ー
ズ
に
対
処
で
き
る
。

従
来
、
自
主
的
な
調
査
に

よ
っ
て
土
壌
汚
染
が
明
ら
か

に
な
っ
た
場
合
、
情
報
は
非

公
開
の
ま
ま
、
掘
削
除
去
等

の
過
剰
な
対
応
が
行
わ
れ
る

傾
向
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

今
回
の
改
正
に
よ
り
、
土
地

の
所
有
者
等
に
対
し
て
、
情

報
お
よ
び
対
応
の
透
明
性
と

と
も
に
土
地
利
用
の
円
滑
さ

を
保
障
す
る
方
法
を
示
し

た
。
改
正
施
行
通
知
で
は
、

管
轄
行
政
は
土
地
の
所
有
者

等
に
対
し
て
、
積
極
的
に
指

定
の
申
請
を
促
す
こ
と
が
望

ま
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

６
、
搬
出
土
壌
の
管
理

要
措
置
区
域
ま
た
は
形
質

変
更
時
要
届
出
区
域
か
ら
土

壌
を
搬
出
す
る
場
合
、
着
手

の
１４
日
前
ま
で
に
管
轄
自
治

体
へ
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
（
法
１６
条
）。

こ
れ
ら
の
区
域
か
ら
搬
出

さ
れ
る
土
壌
は
、
原
則
と
し

て
汚
染
土
壌
と
し
て
、
汚
染

土
壌
処
理
業
の
許
可
を
有
す

る
業
者
に
処
理
の
委
託
を
行

い
（
法
１８
条
）、
管
理
票
を

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
法
２０
条
）。
委
託
基
準
に
違

反
し
た
場
合
に
は
、
汚
染
の

拡
散
防
止
等
の
措
置
命
令
の

対
象
と
な
る
（
法
１９
条
）。

こ
の
制
度
は
、
産
業
廃
棄
物

処
理
に
類
似
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
異
な
る
点
と
し
て

は
、
運
搬
に
つ
い
て
は
業
の

許
可
制
度
が
な
い
点
、
委
託

契
約
書
を
書
面
で
締
結
す
る

こ
と
ま
で
は
法
定
さ
れ
て
い

な
い
点
で
あ
る
。

た
だ
し
、
事
前
に
調
査
を

行
い
、
汚
染
土
壌
で
は
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
場
合
に

は
、
例
外
的
に
汚
染
土
壌
と

し
て
取
り
扱
う
必
要
が
な
く

な
る
。
こ
の
場
合
、
区
域
指

定
さ
れ
た
際
の
汚
染
物
質
だ

け
で
は
な
く
、
全
指
定
物
質

（
２５
種
類
）
に
つ
い
て
汚
染

が
な
い
こ
と
を
調
査
し
、
確

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
調
査
方
法
は
、
掘
削
前

調
査
と
掘
削
後
調
査
が
あ
る

が
（
規
則
５９
条
）、
当
分
の

間
掘
削
前
調
査
に
限
定
す
る

と
さ
れ
た
（
改
正
規
則
附
則

２
条
）。

今
回
搬
出
土
壌
の
管
理
が

厳
密
に
な
っ
た
た
め
、
汚
染

土
壌
搬
出
に
必
要
な
費
用
は

相
当
高
額
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
れ
は
裏
返
せ
ば
、
で

き
る
だ
け
汚
染
土
壌
は
搬
出

せ
ず
、
指
定
さ
れ
た
区
域
に

お
い
て
管
理
す
る
方
向
へ
誘

導
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

ろ
う
。

７
、
実
務
へ
の
影
響

土
壌
汚
染
対
策
法
は
、
土

地
の
所
有
者
の
無
過
失
責
任

と
い
う
制
度
で
あ
る
。
今
回

の
改
正
に
よ
り
、
土
地
所
有

者
の
責
任
は
一
層
重
く
な

り
、
ま
た
行
政
が
過
去
の
地

歴
を
調
査
す
る
責
任
も
重
く

な
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
発
生
す
る

国
民
全
体
の
負
担
は
、
汚
染

土
壌
の
掘
削
除
去
を
極
力
回

避
し
、
そ
の
場
所
で
管
理
す

る
と
い
う
方
向
転
換
に
よ
っ

て
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

が
、
改
正
法
の
枠
組
み
で
あ

る
。
こ
の
通
り
の
効
果
が
発

生
す
る
か
、
運
用
の
実
態
を

注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
（
さ
と
う
・
い
ず
み
）

改正土壌汚染対策法の概要と実務への影響
現
地
管
理
に
方
向
転
換
で
き
る
か
注
目

弁
護
士

佐
藤

泉

重
く
な
る
土
地
所
有
者
の
責
任

地
歴
調
査
に
お
け
る
行
政
の
責
任

（環境省資料より）

（8）【特集企画】平成22年（2010年）4月14日（水曜日）（第３種郵便物認可） （毎週水曜日発行）



高温焼成処理で
汚染土壌を無害化

焼却灰や汚染土壌を高温で焼成処理することによって無害化し、
土壌原料や土木資材などに再資源化します。

焙焼炉（三重リサイクルセンター）

改
正
土
壌
汚
染
対
策
法
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、
３
千
平
方
㍍
以
上
の
土
地
の
形
質
変
更
時
届
出
義
務
に
よ

る
汚
染
地
の
把
握
の
機
会
拡
大
を
図
っ
た
点
だ
。
土
地
の
改
変
時
に
届
出
を
課
す
仕
組
み
は
東
京
都
な
ど
一
部
地
方
公

共
団
体
で
は
す
で
に
導
入
さ
れ
て
い
る
が
、
国
と
地
方
の
要
件
は
異
な
る
点
が
あ
る
た
め
留
意
が
必
要
だ
。
東
京
都
の

届
出
制
度
と
比
較
し
た
。

形
質
変
更
の
３０
日

前
ま
で
に
届
出

改
正
土
対
法
で
は
一
定
規

模
以
上
の
形
質
変
更
を
行
う

場
合
、
形
質
変
更
を
行
う
３０

日
前
ま
で
に
都
道
府
県
知
事

等
に
届
出
を
提
出
す
る
義
務

が
生
じ
る
。

届
出
を
受
け
た
都
道
府
県

知
事
等
は
当
該
土
地
に
つ
い

て
、
行
政
が
保
有
す
る
地
歴

情
報
や
届
出
者
が
提
出
し
た

資
料
等
調
査
結
果
な
ど
を
ベ

ー
ス
に
汚
染
の
恐
れ
の
判
断

を
行
い
、
恐
れ
が
あ
る
場

合
、
汚
染
の
恐
れ
の
可
能
性

が
高
い
有
害
物
質
を
対
象
に

調
査
命
令
を
発
出
す
る
流
れ

と
な
る
。

届
出
が
必
要
な
一
定
規
模

以
上
の
形
質
変
更
時
は
、
２

月
２６
日
に
告
示
さ
れ
た
土
対

法
改
正
省
令
に
よ
り
３
千
平

方
㍍
以
上
と
規
定
さ
れ
た
。

条
例
で
土
地
の
改
変
時
の

届
出
義
務
を
課
し
て
い
る
東

京
都
も
３
千
平
方
㍍
以
上
の

改
変
時
に
届
出
義
務
が
生
じ

る
が
、
土
対
法
の
要
件
と
は

考
え
方
が
異
な
る
。

改
正
土
対
法
で
は
、
届
出

義
務
が
生
じ
る
の
は
土
地
の

形
質
を
変
更
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
、
調
査
義
務
は
土
地

所
有
者
等
と
な
る
。
対
象
地

の
範
囲
は
、
土
地
の
形
質
変

更
を
行
う
面
積
の
合
計
が
３

千
平
方
㍍
以
上
の
場
合
と
な

っ
て
い
る
。
改
正
土
対
法
の

考
え
で
は
、
例
え
ば
事
業
予

定
地
の
中
で
盛
土
や
土
壌
掘

削
を
行
う
範
囲
の
合
計
面
積

が
３
千
平
方
㍍
以
上
と
な
る

場
合
、
届
出
義
務
が
生
じ
る

こ
と
に
な
る
。

一
方
、
東
京
都
の
届
出
制

度
は
、
届
出
義
務
が
生
じ
る

の
は
土
地
の
改
変
を
行
う
者

で
調
査
義
務
も
土
地
の
改
変

を
行
う
者
と
な
っ
て
い
る
。

最
大
の
違
い
は
対
象
地
範
囲

の
考
え
方
で
、
都
の
場
合
、

土
地
の
改
変
を
行
う
敷
地
面

積
が
３
千
平
方
㍍
以
上
と
な

っ
て
い
る
。
改
変
部
の
合
計

面
積
で
は
な
く
、
３
千
平
方

㍍
以
上
の
土
地
に
つ
い
て
一

部
で
も
改
変
を
行
う
場
合
に

届
出
が
生
じ
る
こ
と
に
な

る
。な

お
、
東
京
都
で
は
敷
地

面
積
が
３
千
平
方
㍍
以
上
の

土
地
で
土
地
の
形
質
変
更
面

積
が
３
千
平
方
㍍
以
上
と
な

る
条
例
と
土
対
法
が
重
複
す

る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
両
方

が
適
用
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ

ぞ
れ
の
規
定
に
基
づ
い
た
届

出
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。

条
例
等
で
面
積
要
件
を
定

め
て
い
る
地
域
に
つ
い
て

は
、
改
正
土
対
法
の
届
出
要

件
と
の
違
い
に
留
意
が
必
要

と
な
る
。

届
出
の
際
の
申
請
書
や

汚
染
の
恐
れ
の
判
断
基

準な
お
、
改
正
土
対
法
に
基

づ
く
届
出
の
際
に
必
要
な
も

の
は
、
形
質
変
更
の
場
所
や

着
手
予
定
日
を
記
載
し
た
申

請
書
、
他
の
所
有
者
等
の
同

意
書
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
形
質
変
更
の
区

域
外
に
土
壌
を
搬
出
せ
ず
、

形
質
変
更
に
伴
う
周
辺
へ
の

土
壌
の
飛
散
・
流
出
が
生
じ

な
く
、
形
質
変
更
の
深
度
が

５０
㌢
メ
ー
ト
ル
未
満
の
場

合
、
届
出
の
対
象
外
と
な
る

点
に
も
留
意
が
必
要
だ
。

届
出
を
受
け
た
都
道
府
県

知
事
等
が
汚
染
の
恐
れ
を
判

断
す
る
資
料
と
し
て
は
、
公

的
な
届
出
資
料
の
ほ
か
、
土

地
所
有
者
等
か
ら
自
主
的
に

提
出
さ
れ
た
土
壌
汚
染
調

査
・
対
策
報
告
書
な
ど
と
な

っ
て
い
る
。

汚
染
の
恐
れ
を
判
断
す
る

基
準
に
つ
い
て
は
、
①
特
定

有
害
物
質
に
よ
る
汚
染
が
土

壌
溶
出
量
基
準
お
よ
び
含
有

量
基
準
に
適
合
し
な
い
こ
と

が
明
ら
か
な
土
地
②
特
定
有

害
物
質
が
埋
め
ら
れ
、
飛
散

し
、
流
出
し
、
地
下
に
浸
透

し
て
い
た
土
地
③
特
定
有
害

物
質
を
製
造
・
使
用
・
処
理

し
て
い
た
土
地
④
特
定
有
害

物
質
が
貯
蔵
・
保
管
さ
れ
て

い
た
土
地
（
環
境
大
臣
が
定

め
る
地
下
浸
透
防
止
措
置
が

講
じ
ら
れ
て
い
る
場
合
は
除

く
）
⑤
そ
の
他
②
か
ら
④
ま

で
と
同
等
程
度
に
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て

い
る
恐
れ
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
―
―
な
ど
と
な
っ

て
い
る
。

（環境省資料より）

（東京都資料より）※１ 土地所有者でない場合、土地所有者からの同意書が必要

改
正
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
掘
削
・
搬
出
処
理
の
規
制
強
化
に
伴
い
新
設
さ
れ

た
浄
化
等
処
理
施
設
の
許
可
制
度
も
１
日
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
本
紙
の
調
べ
に
よ
る

と
、
大
阪
府
や
愛
知
県
、
川
崎
市
な
ど
６
府
県
市
の
１１
施
設
で
施
行
初
日
に
汚
染
土
壌

処
理
業
の
許
可
が
出
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
北
九
州
市
な
ど
で
も
許
可
申
請
を
受
け
付

け
、
手
続
き
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
今
後
各
自
治
体
で
も
許
可
申
請
手
続
き
が
進
む
も

の
と
見
ら
れ
る
。

汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可

制
度
は
、
搬
出
汚
染
土
壌
の

適
正
処
理
推
進
に
向
け
、
新

た
に
設
け
ら
れ
た
制
度
。
汚

染
土
壌
処
理
施
設
の
許
可
お

よ
び
汚
染
土
壌
の
処
理
基
準

に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
都

道
府
県
知
事
等
が
確
認
し
た

上
で
許
可
す
る
も
の
で
、
浄

化
施
設
の
ほ
か
、
分
別
等
処

理
施
設
や
埋
立
処
理
施
設
、

セ
メ
ン
ト
製
造
施
設
な
ど
が

対
象
と
な
っ
て
い
る
。
旧
土

対
法
に
基
づ
く
認
定
浄
化
施

設
も
改
正
土
対
法
に
基
づ
く

許
可
手
続
き
を
得
な
け
れ

ば
、
土
対
法
の
指
定
区
域
か

ら
搬
出
さ
れ
た
汚
染
土
壌
を

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
た
め
、
そ
の
動
向
が

注
目
さ
れ
て
い
る
。

本
紙
の
調
べ
で
は
、
秋
田

県
や
川
崎
市
、
愛
知
県
、
大

阪
府
の
６
府
県
市
で
１
日
付

の
許
可
が
確
認
で
き
た
。
秋

田
県
は
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
エ
コ
シ
ス

テ
ム
の
子
会
社
で
あ
る
エ
コ

シ
ス
テ
ム
花
岡
お
よ
び
エ
コ

シ
ス
テ
ム
秋
田
の
１
件
に
つ

い
て
知
事
の
許
可
が
出
て
い

る
。
川
崎
市
で
は
、
清
水
建

設
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
汚
染
土

壌
洗
浄
プ
ラ
ン
ト
事
業
所
、

早
来
工
営
川
崎
工
場
、
富
二

栄
産
業
汚
染
土
壌
再
資
源
化

処
理
プ
ラ
ン
ト
、
デ
イ
・
シ

イ
川
崎
工
場
の
４
カ
所
に
つ

い
て
市
長
の
許
可
が
出
て
い

る
。
川
崎
市
は
今
回
確
認
し

た
中
で
最
多
の
件
数
と
な
っ

た
。こ

の
ほ
か
、
横
浜
市
で
は

ダ
イ
セ
キ
環
境
ソ
リ
ュ
ー
シ

ョ
ン
、
ジ
ー
・
イ
ー
テ
ク
ノ

ス
の
２
件
、
愛
知
県
で
は
ダ

イ
セ
キ
環
境
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ

ン
、
サ
ン
・
ビ
ッ
グ
の
２

件
、
大
阪
府
で
は
大
栄
環
境

１
件
、
京
都
市
で
は
チ
ョ
ウ

ビ
工
業
の
１
件
に
つ
い
て
そ

れ
ぞ
れ
知
事
の
許
可
が
出
て

い
る
。

そ
れ
以
外
の
地
域
に
つ
い

て
は
、
北
九
州
市
が
先
月
３１

日
付
で
許
可
申
請
を
１
件
受

け
付
け
た
ほ
か
、
福
岡
県
や

大
阪
市
な
ど
で
も
申
請
受
け

付
け
前
の
事
前
協
議
が
複
数

件
あ
る
な
ど
今
後
、
手
続
き

が
急
速
に
進
む
見
通
し
だ
。

汚
染
土
壌
処
理
業
の
許
可

制
度
に
つ
い
て
は
、
昨
年
１０

月
２２
日
に
公
布
さ
れ
た
汚
染

土
壌
処
理
業
の
許
可
の
申
請

の
手
続
き
等
に
関
す
る
省
令

で
申
請
を
受
け
付
け
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

が
、
汚
染
土
壌
処
理
業
の
許

可
の
基
準
お
よ
び
汚
染
土
壌

の
処
理
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
省
令
が
改
正
土
対
法
施

行
の
約
１
カ
月
前
と
な
る
２

月
末
と
ぎ
り
ぎ
り
に
な
っ
た

こ
と
か
ら
、
地
方
自
治
体
で

は
許
可
を
出
す
手
続
き
に
追

わ
れ
る
状
況
と
な
っ
た
。

（環境省資料より）

環境確保条例（１１７条）

土地の改変を行う者

土地の改変を行う者

土地の改変を行う敷地面積が
３０００平方㍍以上

土地改変者が自ら地歴を調査
し、その結果、汚染の恐れが
あれば、順次、土壌調査を実
施する

改正土対法（第４条）

土地の形質を変更しようとす
る者（※１）

土地所有者等

土地の形質の変更を行う面積
が３０００平方㍍以上

汚染の恐れを判断し、自治体
から土壌調査の命令を受けた
場合、土壌調査を実施する

項目

届出義務者

調査義務者

対象地範囲

土壌汚染状
況調査の要
件

エコシステム花岡およびエコシステム秋田
清水建設ダイオキシン類汚染土壌洗浄プラント
早来工営川崎工場
富二栄産業汚染土壌再資源化プラント
デイ・シイ川崎工場
ダイセキ環境ソリューション
ジー・イーテクノス
ダイセキ環境ソリューション
サン・ビッグ
大栄環境
チョウビ工業

秋田県
川崎市

横浜市

愛知県

大阪府
京都市

１
日
付
で
１１
施
設
に
汚
染
土
壌
処
理
業
許
可

土
対
法
は
形
質
変
更
部
の
合
計
面
積

形質変更時届出義務のポイント

６
府
県
市
・
本
紙
調
べ

東
京
都
は
３
千
平
方
㍍
以
上
の
敷
地

異
な
る
点
に
留
意
必
要

１日付で許可を確認できた処理施設等

図 法第４条調査における調査対象地の考え方
○土地の形質の変更をしようとする場所のうち掘削する場所であって、都道府県知事が土壌汚染の恐れがあると認めた土地の範囲

汚染土壌の処理の内容と施設の定義

土壌汚染対策法と東京都環境確保条例との届出要件の違い

（第３種郵便物認可） （毎週水曜日発行）平成22年（2010年）4月14日（水曜日）【特集企画】（9）
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理研式 溶出振盪溶出振盪　自動注水装置自動注水装置溶出振盪溶出振盪　自動注水装置自動注水装置溶出振盪　自動注水装置
土壌溶出試験の作業効率を大幅に改善！！
公定法の６時間振盪を確実に実現

当装置は［株式会社ニッテクリサーチ様］のご協力のもと開発を行いました

装置の概要

作業効率アップの概要

ＰＷ－１２ＳＡ（セミオート式） ＰＷ－１２ＦＡ（フルオート式）

　土壌汚染対策法（公定法）での溶出試験
には６時間振盪が掲げられています。
　溶出試験工程を始業時から実施すると９
時頃からの振盪で、修了するのが１５時ごろ
となります。
　それ以降にろ過工程が入ることとなり、特
に粘土質の多い試料となるとろ過に非常に
時間を要し、試料本数が多い場合などは作
業時間が増大します。
　当装置は、ろ過開始を始業時間に合わせ
て、夜間および早朝より振盪を開始させる装
置で、振盪直前に、予めセットしておいた試料
へ自動で注水さす機能を有しています。（フル
オート式とセミオート式の２種類有ります）
　当装置のご使用により、昼間の６時間振
盪を夜間に行うことで作業効率が大幅にアッ
プします。

注水装置を逆算してタイマーを設定
しておくと、ろ過作業が効率よく解し
できます

環境省がこのほど公表した、０８年度

低コスト・低負荷型土壌汚染調査・対

策検討調査およびダイオキシン類（Ｄ

ＸＮs）汚染土壌浄化技術等確立調査

の評価結果によると、大成建設の「自

在ボーリングと噴射撹拌の組み合せに

よる構造物直下の浄化技術」など５技

術が「０８年度低コスト・低負荷型土壌

汚染調査・対策技術検討調査およびＤ

ＸＮs 汚染土壌浄化技術等確立調査検

討会」で評価され、技術の原理や検討

会による評価結果などが示されてい

る。

なお、低コスト・低負荷型土壌汚染

調査・対策検討調査は０２年度、ＤＸＮ

s 汚染土壌浄化技術等確立調査は０３年

度からそれぞれ実用段階にある技術を

公募し、評価している。０８年度までに

合計４９技術が評価されており、実汚染

対策などで利用が進んでいるものも少

なくない。

ここでは、０８年度評価結果から技術

の概要および検討会の評価結果を抜粋

して紹介する。

代表機関名 技術の名称

日本シーガテック パイル方式加熱脱着・分解による
ダイオキシン類汚染土壌浄化技術

技術の概要

調査／対策 技術の区分 実証試験の対象物質 実証試験の場所

対 策 加熱分解 ダイオキシン類 現場外

（技術の原理）
本技術は、汚染土壌を密閉
した処理槽内でヒータにより
加熱することで、ダイオキシ
ン類を気相に脱離させ、①土
壌中の高温領域を移動する間
の熱分解と、②処理槽からの
発生ガス出口である加熱吸引
管周りの高温領域での熱分解
により浄化する技術である。
土壌中で熱分解し切れず発生
ガス中に残存するダイオキシ
ン類及び他の有機物について
は、熱酸化器を通して９３０℃
で加熱分解し、さらに活性炭
槽での吸着除去で、排ガスを
無害化する。

技術保有会社のコスト・環境負荷低減の考え方

パイル方式加熱・脱離法をオンサイトで用いることにより、土壌を場外に搬出することなく、現地で処理できるため搬
出コストを抑えられる。また、処理槽は現場施工であり、かつ処理設備類は小型であるため、装置の車両搬送も容易か
つ廉価であり、また設置面積も小さいため、狭い敷地での工事にも対応可能である。また、土壌の加熱条件として、最
低温度を 325℃以上と低めに設定できるため、加熱分解法としては処理槽での消費エネルギーを小さくできる。また、
処理槽からのガス発生量も少なく、排ガス処理での消費エネルギーも小さくできる。

検討会概評

本技術は、電熱パイルによる加熱により、汚染土壌中のダイオキシン類を加熱分離・分解する技術である。特徴とし
ては、①間接加熱方式で気密構造とすることで熱損失を抑え、②部分的な高温域を設けて完全分解を図ることで、処理
槽全体としては低温で脱離させてエネルギー投入量を抑えていることがあげられる。
実証調査では、汚染土含有量 1,800 pg-TEQ/g を 68 pg-TEQ/g まで低減し、除去率は 96.5％であった。排ガス処
理後の排ガス中のダイオキシン類濃度も低く抑えられていた。
本実証により、ダイオキシン類汚染土壌を浄化することが確認できたが、浄化には約 1 カ月の長い期間を要するな
ど、経済性・実用性については引き続き検討を行う必要がある。なお、処理装置の内容からはわが国での原位置浄化に
も適用可能性があるが、その場合周辺環境への影響や効率等において条件が異なるため、原位置浄化技術として改めて
検討する必要がある。また、現在未使用の廃熱利用等により、処理期間の短縮、低コスト化を検討することが望まし
い。

代表機関名 技術の名称

大成建設
技術センター

自在ボーリングと噴射撹拌の組合せによる
構造物直下の浄化技術

技術の概要

調査／対策 技術の区分 実証試験の対象物質 実証試験の場所

対 策 原位置分解 テトラクロロエチレン 原位置

（技術の原理）
本技術は、構造物直下に存在する中間シルト層などにおけるVOCs 汚染対策として、自在ボーリングによる削孔技
術と噴射撹拌技術を組合せ、対象地盤に金属鉄粉と中性固化材を供給することで、地耐力を維持したまま汚染物質を
無害化する原位置浄化技術である。
自在ボーリング工法により浄化対象エリアまで非開削で削孔し、噴射管と排泥回収用の排泥管を上部に敷設した
後、浄化材スラリーを噴射管の先端から高圧噴射して、汚染土を一部回収するとともに、地盤中に改良体を造成して
鉄粉による浄化と地耐力確保を両立する技術である。
浄化材スラリーは鉄粉と中性固化材の組合せで、金属鉄粉は、有機塩素系溶剤を還元的に脱塩素し、軽焼マグネシ
ウム主体の中性固化材は、地盤の pHを脱塩素反応が阻害される強アルカリまで上昇させることなく、構造物の沈下
等が生じない程度に強度発現させる。

技術保有会社のコスト・環境負荷低減の考え方

構造物下部で部分的に高濃度域が存在する汚染地盤に対しては、周囲での抽出工法や浄化剤の注入工法など通常の原位
置対策技術では工期が長期間に及ぶのに対し、本技術では短期間で施工でき低コスト化が図れる。
また、高濃度汚染範囲あるいは難透水性範囲など、いままで浄化対策が難しかった部分へ適用可能な技術として開発に
取り組んでいる。

検討会概評

本技術は、自在ボーリングにより既存建物下の汚染に対し浄化剤（鉄粉）及び固化剤を高圧噴射攪拌して、VOC を
分解除去すると同時に、固化させて地耐力を維持する技術である。
実証調査における施工前後のテトラクロロエチレン濃度の減衰からみた鉄粉添加による除去効果は、非添加のものと
比較して明確ではなかった。これは固化剤添加による固化後には、鉄粉と VOC の接触ができなくなるためと考えら
れ、固化と分解が相容れない技術であることを示唆している。
本実証技術は排泥による汚染物質除去効果も期待しており、そのためには固化剤注入に見合う排泥を確実に実施でき
る技術を確立する必要がある。また高圧噴霧のため土質、地下構造物等による周辺への漏えいには留意が必要であり、
特に現在の排泥回収方法では既存建物下への使用は困難であり、排泥回収方法の改良等の関する更なる取組みが必要で
ある。

代表機関名 技術の名称

ピーシーイノベーションズ MCD テクノロジーによる
ダイオキシン類汚染土壌浄化技術

技術の概要

調査／対策 技術の区分 実証試験の対象物質 実証試験の場所

調 査 機械化学分解 ダイオキシン類 現場外

（技術の原理）
MCD（Mechano-Chemical Destruction）テクノロジーは、機械エネルギーを利用し化学反応が起こる諸条件を創
り出す事である。高速回転するリアクター内ではねまわるボールは、土壌結晶を粉砕し、粉砕表面に活性不対電子
の形成、有機化合物結合の共振現象、及びその両者の反応を引き起こす。この結果、有機化合物はグラファイトと
無機ハロゲン化物に分解される。

技術保有会社のコスト・環境負荷低減の考え方

MCDプロセスで浄化に関わる直接費用は、リアクター稼働に要する電力代と少量の市販試薬代のみである。また、
浄化処理時間を長くする事で分解率が高めることができる。
MCDプロセスでは、密封コンテナ内に設置された密閉型のリアクターで処理するので、周辺環境に与える負荷は低
い処理技術である。

検討会概評

本技術は、高速回転するボールミルの運動エネルギーで、土壌中の鉱物結晶を粉砕し、生成する界面のエネルギーを
利用して有機化合物を分解する技術である。
実証調査においては、１時間運転後のダイオキシン類除去率は 21～68％となったが、実証装置内への水漏洩の影響
の可能性があったため、除去効果についての確認はできない結果となった。なお、密閉系の反応システムのため、周辺
影響は認められなかった。
本実証では、MCD処理によるダイオキシン類の低減について、処理メカニズムの証明や有効性の定量的把握はでき
なかった。これらの評価のためには、装置トラブル等が起こらないようシステムとしての完成度を上げ、水漏洩のない
状況で再試験を行う必要がある。

代表機関名 技術の名称

東急建設 操業中の工場を対象とした原位置浄化技術

技術の概要

調査／対策 技術の区分 実証試験の対象物質 実証試験の場所

調 査 原位置分解 トリクロロエチレン,シス-1,2-ジクロロエチレン 原位置

（技術の原理）
本技術は、操業中の工場等で操業を停止せずに建物直下の浄化を行うことを目的にした工法である。狭い場所でも施
工可能な小型自在ボーリングマシンを用いて、揮発性有機塩素化合物を嫌気性微生物により分解促進させる薬剤
（HRC : Hydrogen Release Compound）を建物の外側から建物直下の汚染部位へ注入し、原位置で浄化する技術であ
る。

技術保有会社のコスト・環境負荷低減の考え方

自在ボーリング工法を採用することにより、操業中の工場等で操業を停止せずに施工することができ、鉛直井を用い
た工法よりも少ない井戸数で汚染浄化を行うことでコスト、環境負荷の低減を図る。また、これまでの自在ボーリング
による薬剤注入は、傾斜井戸を設置して行ってきたが、本実証調査では、ボーリング孔を利用し薬剤を注入するため、
井戸の設置が不要となるため、コストやエネルギー消費量の縮減に資すると考えられる。

検討会概評

本技術は、自在ボーリング工法を利用し、建物下の汚染部位に薬剤を注入し、嫌気性微生物分解を行うものである。
施工後はモニタリングのみで低負荷な技術であるが、効果の発現までは時間を要する。
実証調査では、小型自在ボーリングにより施工及び建物下への薬剤注入を省スペースで行うことができた。109 日経
過後の含有量からみた除去率はジクロロエチレンで自在ボーリングが 57～85％、鉛直ボーリングが 44～97％ であっ
た。地下水分析では時間経過と共にVOCs の増加傾向が確認された。これは土壌に残留していたものが薬剤により溶
出・移流したためと推定された。
本実証により、狭い場所での施工が可能であること、環境負荷の低いことは確認できた。しかし、実証を行った 109
日程度では、土壌含有量及び溶出量の VOCs の低減傾向が確認できたものの、地下水への溶出が認められたことか
ら、引き続きモニタリングを行い定量性、持続性、移流の影響の解析等を継続して検討する必要がある。

代表機関名 技術の名称

大成基礎設計 小型蛍光Ｘ線分析装置を用いた簡易分析法

技術の概要

調査／対策 技術の区分 実証試験の対象物質 実証試験の場所

調 査 蛍光Ⅹ線分析 鉛，ヒ素，カドミウム，水銀 現場+現場外

（技術の原理）
本技術は、土壌汚染対策法の重金属溶出量及び含有量の簡易分析法として、前処理により得られた土壌抽出液を濃縮
し、蛍光Ⅹ線分析を行う簡易分析法である。
超音波抽出などによる抽出液を、鉛，カドミウム，ヒ素については試薬により不溶化してろ別し、水銀についてはイ
オン交換膜に捕捉して濃縮し、蛍光Ｘ線分析に供する。
試料にⅩ線を照射し

発生する蛍光Ⅹ線を測
定し、得られるピーク
強度から定量値を算出
する。
蛍光Ｘ線分析装置を

図 1 に、測定手順の公
定法との違いを図 2 に
示す。
第二種特定有害物質

中の測定可能元素は、
鉛，カドミウム，ヒ
素，水銀，セレン及び
クロムである。

技術保有会社のコスト・環境負荷低減の考え方

抽出方法として超音波抽出を行うことによる抽出時間の短縮と、蛍光 X線分析の持つ迅速性や多元素同時分析でき
る特徴により、コスト削減が可能である。
抽出、測定とも公定法と比較して消費電力が少なく、廃液量も少ないなど環境負荷も低い技術である。

検討会概評

本技術は、小型蛍光X線装置により、現地で迅速な分析結果を得ることをめざした簡易分析法であり、溶液抽出し
た対象成分に不溶化等の処理を施した上で蛍光X線分析を行うものである。特徴としては、抽出条件を調整すること
で、溶出量と含有量の両方への適用をめざした点があげられる。
現地簡易分析においては、全体的に現地採取した試料濃度が低かったことなどから相関・傾きともに採取した場所に
よって結果がばらつき、風乾と未風乾の試験結果についても明瞭な差がみられなかった。
分析精度確認試験においては、鉛、ヒ素及びカドミウムの同一検液XRFにおける相関係数が、溶出量・含有量とも
にXRF法としては十分に高い結果となった。しかし、前処理手順については、公定法の前処理に濃縮を追加するとい
う工程となるため、簡易測定法として利用するには、簡素化が課題となった。なお、前処理に超音波抽出を利用した超
音波抽出XRFは同一検液XRFと比較すると相関係数が低くなった。
本実証により、鉛、カドミウム、ヒ素の溶出量について濃縮と XRF を組み合わせた簡易測定法が XRF 法として十
分に高い相関が得られることがわかった。一方、この簡易測定法は、現場条件（試料採取環境、土質、特定有害物質の
種類等）や抽出方法によって、公定法との差が大きくなるため、基準超過汚染土が基準以下と誤判定されないよう適切
な補正係数等を設定することが課題であることがわかった。また、簡易分析法としては、前処理手順が複雑であるた
め、より簡素化及びより低コスト化することが望まれる。

０８年度低コスト・低負荷型・ＤＸＮs汚染土壌浄化技術等調査評価結果
５
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図 ２ 測定手順

図 1 蛍光 X 線分析装置
(ＥD-05 S : X 線技術研究所製）

図１ 浄化工法の模式図

図１ 自在ボーリング概念図
図１ 処理フロー図

図１ MCD リアクター

（10）【特集企画】平成22年（2010年）4月14日（水曜日）（第３種郵便物認可） （毎週水曜日発行）




